
２
月
18
日
開
催

第
３
回
広
島
県
水
道
企
業
団

設
立
準
備
協
議
会
の
報
告

【
概
要
】
冒
頭
に
市
長
か

ら
、
準
備
協
議
会
に
本
市
の

意
見
要
旨
を
伝
え
た
と
の
報

告
が
あ
り
、
続
い
て
事
業

計
画
素
案
と
企
業
団
規
約

素
案
、
及
び
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
の
説
明
が
あ
っ

た
。

問
市
長
は
、
議
会
や
市
民

か
ら
将
来
的
な
民
営
化
に
不

安
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
本

市
の
意
見
要
旨
を
協
議
会
に

あ
げ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
市
長
自
身

も
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
に

よ
る
民
営
化
に
な
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
る
の
か
。

答
将
来
に
わ
た
り
地
方
公

共
団
体
の
責
務
と
し
て
水
道

事
業
の
運
営
に
取
り
組
ん
で

い
く
こ
と
を
示
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
、
協
議
会
に
私
の

思
い
と
し
て
伝
え
た
。

問
広
域
化
に
参
加
す
る
か

し
な
い
か
の
ほ
か
に
、
備
後

圏
域
連
携
協
議
会
も
あ
り
、

近
隣
の
福
山
、
尾
道
と
三
原

で
連
携
し
て
い
く
方
法
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
耐
震

化
、
老
朽
管
の
更
新
に
本
市

は
余
裕
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
広
域
化
あ
り
き
で
は
な

く
、
統
合
以
外
の
連
携
を
選

択
す
る
余
地
を
し
っ
か
り
検

討
さ
れ
て
は
ど
う
か
。

答
昨
年
か
ら
協
議
会
に
参

加
す
る
中
で
、
事
業
計
画
骨

子
・
事
業
計
画
素
案
に
つ
い

て
確
認
を
行
っ
て
お
り
、
統

合
に
よ
る
財
政
的
な
効
果
は

か
な
り
出
て
い
る
が
、
ま
だ

本
市
の
課
題
で
あ
る
水
道
専

門
の
職
員
や
地
元
水
道
事
業

者
の
育
成
な
ど
検
討
中
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
課
題
を
確
認

し
な
が
ら
見
極
め
た
い
。
そ

の
う
え
で
、
広
域
化
に
有
効

性
が
な
い
と
判
断
す
れ
ば
、

統
合
で
は
な
く
統
合
以
外
の

連
携
を
模
索
す
る
こ
と
に
な

る
と
考
え
て
い
る
。

問
広
域
化
に
よ
る
統
合

で
、
ほ
と
ん
ど
が
本
市
以
外

の
事
業
で
は
な
い
か
。
県
の

事
業
が
半
分
以
上
あ
る
。
県

の
宮
浦
浄
水
場
を
廃
止
し
て

整
備
す
る
事
業
な
ど
に
、
ほ

と
ん
ど
の
事
業
費
が
使
わ
れ

る
計
画
で
は
な
い
か
。
ま

た
、
安
芸
高
田
市
は
財
政
状

況
が
か
な
り
悪
く
、
整
備
が

遅
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た

と
こ
ろ
に
、
事
業
費
が
使
わ

れ
、
本
市
に
メ
リ
ッ
ト
が
少

な
い
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

答
大
雨
で
沼
田
川
の
濁
度

が
上
昇
し
た
際
の
対
策
と
し

て
、
西
野
浄
水
場
へ
の
前
処

理
設
備
の
設
備
費
用
は
単
独

で
約
７
億
円
と
見
込
ま
れ

る
。
そ
こ
で
７
億
円
投
資
し

な
く
て
も
、
県
が
新
た
に
設

置
す
る
施
設
を
利
用
で
き
な

い
か
、
県
の
事
業
で
あ
っ
て

も
、
本
市
に
と
っ
て
有
効
的

に
機
能
す
る
も
の
が
な
い
か

な
ど
、
具
体
的
に
検
討
し
て

い
る
。
ま
た
交
付
金
事
業
の

制
度
改
正
が
あ
り
、
施
設
統

合
に
伴
う
撤
去
費
用
に
交
付

金
事
業
が
活
用
で
き
る
。
こ

れ
ら
を
含
め
、
単
独
で
進
め

て
い
く
の
が
よ
い
の
か
、
広

域
化
で
施
設
統
合
し
た
ほ
う

が
よ
い
の
か
検
討
し
て
い

る
。

３
月
14
日
開
催

三
原
市
下
水
道
事
業
経
営
戦

略
改
定
（
案
）

【
概
要
】
雨
水
公
費
・
汚
水

私
費
の
原
則
に
基
づ
き
、
汚

水
事
業
が
令
和
４
年
度
〜
14

年
度
の
期
間
、
収
支
均
衡
を

図
り
、
安
定
的
な
経
営
を
維

持
す
る
た
め
の
施
策
。

　

５
年
度
に
使
用
開
始
30
年

を
迎
え
５
億
８
百
万
円
の
交

付
税
算
入
が
対
象
外
と
な
り

大
き
な
収
入
減
に
な
る
。
黒

字
を
確
保
す
る
た
め
、
５
年

度
に
一
律
30
％
増
の
料
金
改

定
と
し
た
計
画
と
し
て
い

る
。

問
一
般
会
計
繰
入
金
か
ら

の
補
填
は
出
来
な
い
か
。

答
下
水
道
使
用
者
は
全
市

民
の
概
ね
半
数
で
あ
り
、
公

平
性
及
び
受
益
者
負
担
の
原

則
に
基
づ
き
、
一
般
会
計
繰

入
は
行
わ
な
い
。

問
５
年
度
に
一
律
30
％
増

の
理
由
は
何
故
か
。
例
え
ば

段
階
的
に
改
定
す
る
こ
と
で

市
民
の
負
担
を
少
し
で
も
軽

減
出
来
な
い
か
。

答
20
％
、
28
％
、
30
％
増

の
収
支
試
算
を
行
っ
た
が
、

30
％
増
で
な
け
れ
ば
計
画
期

間
内
で
の
黒
字
確
保
が
難
し

い
。
20
％
増
の
場
合
５
年

度
、
６
年
度
は
、
当
期
純
利

益
（
黒
字
）
を
見
込
む
が
、

突
発
事
故
等
が
発
生
し
た
場

合
、
当
期
純
損
失
（
赤
字
）

が
見
込
ま
れ
る
。
ま
た
計
画

期
間
内
に
長
期
的
な
見
通
し

を
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
判
断

し
た
。

問
一
般
市
民
の
水
道
使
用

量
負
担
割
合
は
ど
う
影
響
す

る
か
。

答
従
量
制
に
つ
い
て
基
本

料
金
と
超
過
料
金
の
負
担
割

合
に
つ
い
て
検
証
し

た
。

　

本
市
で
一
番
使
用
者

件
数
が
多
い
、
毎
月
11

㎥
〜
20
㎥
の
う
ち
、
20

㎥
使
用
の
世
帯
で
は
現

行
２
，
５
０
０
円
が
７

３
０
円
増
の
３
，
２
３

０
円
の
使
用
料
（
税

抜
）
に
な
る
。

　

人
頭
制
を
採
用
す
る

大
和
地
区
に
お
い
て
も

一
律
30
％
増
の
料
金
改

定
を
行
う
。

問
超
過
料
金
が
大
口

超
過
水
量
の
利
用
者
に

な
る
ほ
ど
高
く
な
る
の

は
何
故
か
。

答
設
備
・
薬
品
使
用

料
な
ど
の
変
動
す
る
費

用
が
多
く
な
る
こ
と
か

ら
、
負
担
割
合
が
高
く

な
り
受
益
者
負
担
の
原

則
の
考
え
方
で
高
く
な
っ
て

い
る
。

問
個
人
が
設
置
す
る
合
併

浄
化
槽
と
比
べ
不
公
平
感
は

無
い
か
。

答
５
人
合
併
浄
化
槽
の
設

置
基
数
が
一
番
多
く
、
清
掃

費
込
み
で
年
間
約
４
万
円
が

最
低
必
要
で
あ
り
、
下
水
道

料
金
の
方
が
割
安
と
言
え

る
。

議
員
全
員
協
議
会
の
質
疑
の
概
要
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